
 

 

 

 

令和６年２月２１日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 
 
 
 

一般旅客定期航路事業者の行政処分について 
 
 
 

令和６年２月２１日、一般旅客定期航路事業者に対し、海上運送法第１９条第２項に基

づき「輸送の安全の確保に関する命令」を発出したのでお知らせ致します。 

 

 

記 
 

１．行政処分の年月日 

令和６年２月２１日（水） 
 

 

２．事業者の名称及び住所 

名称：有限会社安栄観光 代表取締役 森田安高 

住所：石垣市美崎町１番地 
 

３．違反の概要 

  令和５年９月１８日、「うみかじ２」が、基準経路から逸脱して航行し浅瀬に乗り上

げた。また、複数の船員の労働時間が複数回にわたり船員法の定める限度を超過してい

ること、そして当該労働時間超過の要因が運航計画に起因するおそれがあることが判明

した。その他、入港時等の連絡がされていないことが確認された。 

 

４．命令の内容 

（１） 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条に基づ

く自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同規定第５０条に

基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程等についての理解しや

すい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。 

（２） 経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立すると

ともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全を

確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を徹底する

こと等について、主体的に関与し、安全マネジメント体制を適切に運営すること。 

（３） 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安

全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図

ること。 

また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること。 

 



（４） 運航管理者は、安全管理規程第２２条及び第２３条に基づき、運航計画、配船

計画及び配乗計画の作成にあたって、船員の労働時間が法令で定めた上限を超過

しないよう考慮するなど、その安全性の確保について検討すること。 

    また、安全対策が実施されるまでの間、法令順守を前提とした減便を行うなど

必要な対策を実施すること。 

（５） 船長は、安全管理規程第３１条及び運航基準第１１条に基づき、入港した時は、

必ず運航管理者に連絡すること。 

 

５．生活及び地域経済の維持に必要な足の確保 

本命令の発出に際し、関係の地方公共団体、観光、商工関係者に対し、旅客船の安全の

確保、離島住民の交通の足の確保、持続可能な観光・地域づくりなどに必要な総合的な環

境整備について主体的に検討し、国や運送事業者と連携して必要な方策を講じていただく

よう要請する。 

 

 
 

   【問い合わせ先】 

   （全般、生活及び地域経済の維持関係） 

   沖縄総合事務局運輸部 総務運航課 
   TEL:098-866-0031（内線 85281） 

   FAX:098-860-2369 

   （一般旅客定期航路事業者への行政処分） 

沖縄総合事務局運輸部運航労務監理官 

   TEL:098-866-0031（内線 85481） 

   FAX:098-860-2236 

 


